
江
戸
幕
府
出
羽
国
寛
文
検
地
傍
目
に
つ
い
て
 
 
 

多
 
仁
 
照
 
廣
 
 

（
税
務
大
学
校
租
税
資
料
室
）
 
 
 



江
戸
幕
府
は
、
豊
臣
秀
書
の
「
天
正
の
石
直
し
」
を
踏
襲
し
て
、
石
高
制
を
基
礎
と
す
る
幕
帯
体
制
を
つ
く
り
あ
げ
た
。
石
高
ほ
、
土
地
 
 

の
面
積
と
地
味
を
量
り
、
穫
米
量
と
利
用
度
を
検
査
す
る
「
検
地
」
、
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
。
検
地
は
、
幕
府
や
藩
の
根
本
に
拘
る
だ
け
で
 
 

（
注
1
）
 
 

は
な
く
、
「
百
姓
之
身
上
定
、
生
死
之
根
本
」
で
も
あ
っ
た
の
で
、
検
地
奉
行
は
、
検
地
役
人
や
村
役
人
に
対
し
て
、
検
地
の
施
行
細
則
を
 
 

定
め
た
検
地
條
目
と
諸
心
得
を
示
し
、
彼
等
か
ら
起
請
文
や
検
地
受
手
形
を
出
さ
せ
、
検
地
が
公
平
正
路
に
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
企
図
し
 
 

た
。
 
 
 

こ
こ
に
紹
介
す
る
「
御
検
地
二
付
被
仰
渡
供
覚
書
」
 
（
税
大
資
料
室
昭
五
三
1
仙
台
1
二
〇
七
）
は
、
出
羽
国
村
山
郡
の
御
料
所
（
幕
府
 
 

直
轄
領
）
を
、
寒
河
江
代
官
松
平
清
兵
衛
が
、
寛
文
一
一
～
一
二
年
（
一
六
七
一
1
七
二
）
に
検
地
し
た
時
、
村
山
郡
入
間
村
名
主
清
右
衛
 
 

門
が
、
代
官
よ
り
の
申
渡
し
を
覚
書
き
し
た
の
が
原
本
で
あ
る
。
し
か
し
、
原
本
は
虫
噴
い
や
雨
で
痛
ん
で
読
み
に
く
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
 
 

の
で
、
後
代
の
清
右
衛
門
（
幕
末
頃
）
が
写
し
た
の
が
こ
の
史
料
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
「
御
検
地
二
付
被
仰
渡
侯
覚
書
」
に
は
、
検
地
心
得
、
起
請
文
、
検
地
受
手
形
、
検
地
候
目
、
そ
れ
に
入
間
村
検
地
の
様
子
な
ど
が
 
 

（
注
2
）
 
 

記
録
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
、
寛
文
一
一
年
亥
三
月
〓
二
日
の
「
党
」
は
、
い
わ
ゆ
る
検
地
條
目
で
あ
っ
て
、
全
国
的
規
模
で
行
わ
れ
た
幕
 
 

府
の
寛
文
検
地
の
仕
方
を
窺
う
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
寛
文
検
地
に
つ
い
て
は
、
検
地
僕
日
が
従
来
あ
ま
り
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
 
 

た
、
石
盛
法
に
以
前
よ
り
論
議
の
あ
る
出
羽
国
寛
文
検
地
の
検
地
條
日
で
も
あ
り
、
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。
 

元
来
、
こ
の
史
料
偲
、
皿
形
県
西
村
山
郡
西
川
町
入
間
の
入
間
清
右
衛
門
家
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
他
の
史
料
と
共
に
故
紙
 
 

五
一
七
 
 
 

一
史
料
の
概
要
 
 



二
 
江
戸
時
代
の
入
間
村
の
概
況
 
 

入
間
村
は
、
月
山
の
南
方
山
麓
、
最
上
川
の
支
流
、
寒
河
江
川
の
渓
谷
に
位
置
す
る
山
村
で
あ
る
。
 
 
 

江
戸
時
代
初
期
、
入
間
村
は
最
上
氏
の
領
地
で
あ
っ
た
が
、
最
上
氏
が
御
家
騒
動
に
よ
っ
て
改
易
さ
れ
る
と
、
元
和
八
年
、
旧
最
上
領
 
 

は
、
鳥
居
忠
政
（
山
形
城
）
、
酒
井
忠
勝
（
鶴
岡
城
）
、
戸
沢
政
盛
（
其
室
城
）
、
松
平
重
患
（
上
山
城
）
な
ど
の
譜
代
大
名
に
分
封
さ
れ
、
 
 

上
杉
、
伊
達
、
佐
竹
ら
の
外
様
雄
藩
の
抑
止
力
と
な
っ
た
。
こ
の
時
、
入
間
村
は
、
御
料
所
（
寒
河
江
領
）
と
、
酒
井
忠
政
の
弟
、
酒
井
直
 
 

あ
て
ら
ざ
わ
 
 

次
（
左
沢
領
）
の
入
り
組
み
支
配
地
と
な
り
、
寒
河
江
領
は
、
鳥
居
氏
の
預
地
と
さ
れ
た
。
寛
永
十
三
年
、
山
形
城
主
に
は
、
鳥
居
氏
に
代
 
 

わ
っ
て
保
科
正
之
が
移
封
さ
れ
て
き
、
預
地
で
あ
っ
た
寒
河
江
領
ほ
、
同
年
に
、
小
林
重
郎
左
衛
門
が
は
じ
め
て
代
官
と
し
て
着
任
し
て
よ
 
 

（
注
1
）
 
 

り
、
幕
府
出
羽
代
官
の
支
配
地
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
安
政
元
年
、
日
米
和
親
条
約
に
よ
っ
て
、
下
田
・
箱
館
の
開
港
が
取
り
決
め
ら
れ
る
 
 
 

五
一
入
 
 

と
し
て
売
却
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
を
山
形
市
諏
訪
町
に
お
い
て
、
米
沢
の
「
沖
正
宗
」
の
分
家
と
し
て
酒
造
業
を
営
ま
れ
て
い
た
浜
田
 
 

宏
輔
氏
が
、
酒
造
用
木
桶
の
目
張
り
用
に
購
入
し
て
使
用
さ
れ
た
。
戦
後
、
浜
田
氏
は
酒
造
業
を
廃
業
さ
れ
、
史
料
は
倉
庫
に
保
管
さ
れ
て
 
 

い
た
の
で
あ
る
が
、
昭
和
五
四
年
三
月
、
山
形
税
務
署
を
通
じ
て
、
税
務
大
学
校
租
税
資
料
室
に
史
料
を
寄
贈
さ
れ
た
。
こ
の
寛
文
検
地
條
 
 

目
は
、
そ
の
寄
贈
史
料
中
よ
り
見
い
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

（
注
1
）
 
慶
安
二
年
二
月
「
検
地
掟
」
（
若
木
近
世
史
研
究
会
『
條
令
拾
遺
』
六
一
貫
）
 
 
 

（
注
2
）
 
「
御
検
地
テ
付
被
仰
渡
候
覚
書
」
中
、
寛
文
一
一
年
亥
三
月
一
三
日
「
党
」
の
前
に
、
表
題
・
年
月
日
不
詳
の
条
文
九
ケ
条
が
あ
る
。
こ
れ
 
 

は
、
慶
安
検
地
な
ど
の
例
か
ら
見
て
、
検
地
仕
様
覚
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 



と
、
安
政
二
年
に
、
松
前
藩
領
蝦
夷
地
収
公
の
代
替
地
と
し
て
、
陸
奥
国
伊
達
郡
と
出
羽
国
村
山
郡
の
内
、
約
四
万
石
が
松
前
渾
領
と
な
り
、
 
 

（
注
2
）
 
寒
河
江
領
入
間
村
も
松
前
藩
領
に
編
入
さ
れ
て
明
治
維
新
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 

一
方
、
左
沢
領
は
、
寛
永
八
年
、
領
主
酒
井
直
次
が
死
去
す
る
と
、
宗
家
の
忠
勝
の
支
配
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
寛
永
九
 
 

年
、
肥
後
熊
本
城
主
加
藤
忠
広
が
改
易
さ
れ
て
、
身
柄
を
酒
井
忠
勝
に
預
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
幕
府
は
恩
広
に
「
勘
忍
分
」
 
（
一
期
所
 
 

領
）
と
し
て
左
沢
領
一
万
石
を
給
付
し
た
。
こ
の
時
、
酒
井
忠
勝
は
、
監
視
の
便
か
ら
、
忠
広
を
自
分
領
地
の
庄
内
の
丸
岡
に
移
し
て
左
沢
 
 

（
注
3
）
 
 

領
に
替
え
て
与
え
た
。
そ
こ
で
幕
府
は
、
忠
勝
に
左
沢
領
を
与
え
、
以
後
幕
末
ま
で
、
左
沢
慣
ほ
酒
井
氏
の
領
地
と
な
っ
た
。
 
 

（
注
4
）
 
 
 

寄
贈
史
料
中
に
は
、
入
間
村
の
生
活
や
経
済
を
細
か
く
知
り
得
る
史
料
は
残
念
な
が
ら
は
と
ん
ど
な
い
。
僅
か
に
、
宝
暦
三
年
、
寛
政
六
 
 
 

（
注
5
）
 
 
 
（
注
6
）
 
 

（
注
7
）
 
 
（
注
8
）
 
（
注
9
）
 
 

年
、
文
化
二
年
、
天
保
九
年
、
明
治
二
・
三
年
の
村
明
細
帳
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
か
ら
村
の
様
子
を
窺
う
こ
と
に
す
る
。
 
 
 

入
間
村
の
村
高
は
、
宝
贋
三
年
の
明
細
帳
に
よ
る
と
、
四
五
〇
石
九
斗
四
升
四
合
（
内
、
左
沢
領
分
一
三
八
石
三
斗
七
升
）
で
、
こ
れ
に
 
 

（
注
1
0
）
 
 

承
応
元
年
よ
り
開
墾
さ
れ
た
兵
助
新
田
二
一
石
六
斗
六
升
が
あ
り
、
惣
高
四
七
二
石
六
斗
四
合
で
あ
っ
た
。
こ
の
村
高
は
、
明
治
三
年
の
明
 
 

細
帳
ま
で
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
入
間
村
本
村
の
村
高
四
五
〇
石
余
ほ
、
鳥
居
忠
政
の
預
地
と
な
っ
た
元
和
八
年
の
村
 
 

高
と
は
ぼ
同
じ
で
あ
っ
た
。
 
 
 

家
数
は
、
本
村
・
新
田
合
わ
せ
て
、
寛
政
六
年
七
六
軒
、
天
保
九
年
七
一
軒
、
明
治
二
・
三
年
六
八
軒
と
減
少
し
て
い
る
。
し
か
し
、
人
 
 

数
は
、
寛
政
六
年
≡
一
二
人
、
天
保
九
年
三
五
九
人
、
明
治
二
・
三
年
四
〇
四
人
と
増
加
し
、
一
軒
当
り
の
人
数
は
、
四
二
人
か
ら
五
・
 
 

九
人
に
な
っ
て
い
る
。
男
女
別
に
み
る
と
、
寛
政
六
年
と
明
治
三
年
を
比
較
す
れ
ば
、
男
子
が
一
入
二
人
か
ら
二
〇
九
人
と
約
一
五
％
の
増
 
 

加
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
女
子
は
一
三
〇
人
か
ら
一
九
五
人
と
五
〇
％
も
増
加
し
て
い
る
点
が
目
立
つ
。
但
し
、
男
女
比
は
、
寛
政
六
年
 
 

が
男
一
・
四
対
女
一
で
あ
る
の
に
比
べ
て
、
明
治
三
年
で
ほ
、
男
一
・
〇
七
対
女
一
と
、
は
ぼ
一
対
一
の
比
率
に
近
く
な
っ
て
い
る
。
 
 五

一
九
 
 
 



五
二
〇
 
 
 

生
業
は
農
業
で
あ
る
が
、
そ
の
外
に
は
桝
作
り
や
新
作
り
が
見
ら
れ
る
。
天
保
九
年
以
後
の
明
細
帳
に
は
、
「
虔
業
之
外
、
男
女
共
第
一
 
 

蚕
養
ひ
申
侯
」
と
あ
り
、
そ
の
他
に
は
、
酒
造
・
青
苧
「
砂
金
・
大
工
な
ど
が
あ
る
。
入
間
村
の
戸
数
が
、
江
戸
時
代
後
期
に
か
な
り
減
少
 
 

を
み
せ
る
の
ほ
、
天
保
期
よ
り
明
治
二
年
ま
で
の
間
だ
け
で
も
、
総
村
高
の
約
一
九
％
を
川
欠
や
山
崩
れ
で
失
な
い
、
土
地
の
譲
渡
も
か
な
 
 

り
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
容
易
に
推
測
で
き
る
が
、
家
数
が
減
少
し
て
い
る
の
に
、
一
軒
当
り
の
人
口
が
著
し
く
増
加
し
て
い
る
の
は
、
養
 
 

蚕
な
ど
の
農
間
余
業
の
発
達
が
背
景
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
 
 
 

江
戸
幕
府
の
初
期
検
地
条
目
ほ
、
慶
安
二
年
の
検
地
像
令
が
初
見
で
あ
り
、
そ
の
外
に
、
天
和
二
年
越
後
検
地
、
兵
事
三
年
上
野
検
地
、
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三
 
初
期
検
地
條
目
と
寛
文
検
地
條
目
 
 

（
注
1
）
 
 

西
村
山
郡
役
所
『
編
年
西
村
山
郡
史
』
巻
之
三
 
 

安
政
三
年
「
被
 
仰
渡
供
御
請
書
」
税
大
資
料
室
昭
五
三
－
仙
台
－
三
七
・
明
治
一
七
年
「
（
問
答
書
）
」
税
大
資
料
室
昭
五
三
－
仙
台
1
一
九
 
 

（
注
1
）
・
（
注
2
）
と
同
じ
 
 

宝
暦
三
年
「
羽
州
村
山
郡
入
間
村
明
細
指
出
帳
」
税
大
資
料
室
昭
五
三
－
仙
台
－
四
 
 

寛
政
六
年
「
羽
忍
村
山
郡
入
間
村
明
細
差
出
帳
」
税
大
資
料
室
昭
五
三
－
仙
台
－
九
 
 

文
化
二
年
「
（
兵
助
新
田
明
細
帳
控
）
」
同
年
「
（
入
間
村
明
細
帳
控
）
」
税
大
資
料
室
昭
五
三
－
仙
台
1
一
〇
・
一
一
 
 

天
保
九
年
「
村
差
出
書
上
帳
」
税
大
資
料
室
昭
五
三
－
仙
台
1
二
〇
 
 

明
治
二
年
「
村
明
細
取
調
書
上
帳
」
税
大
資
料
室
昭
五
三
－
仙
台
－
九
六
 
 

明
治
三
年
「
明
細
村
鑑
書
上
帳
」
昭
五
三
－
仙
台
－
九
七
 
 

西
村
山
郡
役
所
『
編
年
西
村
山
郡
史
』
六
六
貢
 
 

（
注
2
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
3
）
 
 
 



（
注
4
）
 

（
注
6
）
 
 

（
注
5
）
 
 

元
禄
三
年
高
遠
検
地
、
元
禄
七
年
飛
騨
検
地
が
知
ら
れ
て
い
る
。
初
期
検
地
條
目
の
検
討
は
、
北
島
正
元
『
江
戸
幕
府
の
権
力
構
造
』
に
詳
 
 

し
い
。
こ
こ
で
は
、
出
羽
国
寛
文
検
地
の
検
地
帳
な
ど
の
関
連
史
料
を
検
討
す
る
便
宜
を
得
ら
れ
な
い
の
で
、
上
述
の
検
地
條
目
と
出
羽
国
 
 

寛
文
検
地
傑
目
を
簡
単
に
比
較
す
る
に
止
め
て
お
く
。
以
下
、
寛
文
検
地
條
日
の
特
色
を
箇
条
書
に
す
る
。
 
 
 

①
 
間
竿
は
、
他
の
検
地
候
目
と
同
じ
く
六
尺
一
分
で
、
三
〇
〇
歩
一
反
で
あ
る
。
 
 
 

②
 
位
付
は
、
上
・
中
・
下
の
三
段
で
あ
る
が
、
検
地
帳
に
は
下
々
が
見
え
る
。
位
付
に
上
々
が
加
わ
っ
て
五
段
に
な
る
の
は
天
和
検
地
 
 

傑
目
が
初
見
で
あ
る
。
 
 
 

③
 
薪
・
油
・
野
菜
・
洒
な
ど
の
検
地
役
人
へ
の
賄
い
を
厳
し
く
制
限
し
、
女
性
に
よ
る
接
待
を
禁
止
す
る
な
ど
、
慶
安
検
地
候
令
と
同
 
 

じ
ょ
う
に
、
厳
し
い
規
制
を
設
け
て
い
る
。
さ
ら
に
、
官
給
筆
墨
以
外
の
使
用
禁
止
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
慶
安
検
地
條
令
よ
り
も
一
層
 
 

厳
し
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

④
 
寛
文
検
地
の
時
ま
で
、
苅
高
が
残
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
を
石
高
に
転
換
さ
せ
る
目
的
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
 
 
 

⑤
 
畔
や
道
際
の
打
方
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
竿
の
打
方
に
細
か
な
規
定
が
あ
る
。
ま
た
、
元
の
状
態
に
よ
っ
て
、
「
腰
打
」
、
「
次
 
 

（
注
7
）
 
 
 

打
」
、
「
水
縄
」
な
ど
の
異
っ
た
打
方
を
す
る
こ
と
指
示
し
て
い
る
点
は
、
他
の
検
地
僕
目
に
は
み
ら
れ
な
い
。
 
 
 

⑥
 
「
取
米
付
」
、
「
分
米
付
」
と
い
う
違
う
方
式
の
石
高
評
価
濃
を
同
時
に
行
っ
て
い
る
。
 
 
 

⑦
 
慶
安
検
地
條
令
に
あ
っ
た
案
内
の
名
主
等
の
屋
敷
に
対
す
る
少
分
の
除
け
は
な
く
な
り
、
朝
夕
の
食
事
時
の
同
席
者
を
厳
し
く
制
限
 
 
 

す
る
な
ど
」
依
惜
晶
展
な
く
、
ま
た
そ
う
し
た
印
象
を
他
の
村
人
に
与
え
ぬ
よ
う
に
細
か
な
配
慮
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

右
の
特
色
か
ら
見
る
限
り
で
は
、
出
羽
国
寛
文
検
地
條
目
は
、
慶
安
検
地
候
令
を
原
型
と
し
な
が
ら
も
、
検
地
技
術
の
細
か
な
点
の
統
一
 
 

を
は
か
っ
て
お
り
、
検
地
役
人
の
不
正
防
止
に
も
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
他
の
検
地
條
目
に
は
見
ら
れ
る
分
附
の
問
題
な
ど
ほ
 
 

五
二
一
 
 
 



五
二
二
 
 
 

な
く
、
寛
文
一
三
年
に
発
せ
ら
れ
た
分
地
制
限
令
に
抵
触
す
る
箇
条
が
な
い
こ
と
な
ど
は
気
懸
り
で
あ
る
。
ま
た
、
⑥
で
指
摘
し
た
石
高
評
 
 

価
法
の
重
複
は
、
寛
文
検
地
の
最
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
の
で
、
次
項
に
お
い
て
若
干
の
検
討
を
し
た
い
。
 
 

（
注
1
）
 
若
木
近
世
史
研
究
会
『
條
令
拾
遺
』
 
六
一
～
六
三
貢
 
 

（
注
2
）
 
新
潟
県
中
頸
城
郡
教
育
会
『
中
頭
城
郡
託
』
第
二
巻
一
〇
三
〇
1
一
〇
三
五
貢
 
 

（
注
3
）
 
大
蔵
省
『
日
本
財
政
経
済
史
料
』
第
二
巻
一
一
三
五
1
一
一
三
九
頁
 
 

（
注
4
）
 
前
同
書
一
〓
ニ
九
～
二
四
五
貢
 
 

（
注
5
）
 
司
法
省
『
徳
川
禁
令
考
』
第
六
峡
 
四
六
三
～
四
六
八
貢
 
 

（
注
6
）
 
竹
安
繁
治
『
近
世
土
地
政
策
の
研
究
』
に
は
、
「
地
方
落
穂
集
」
に
あ
る
「
古
代
の
条
目
」
を
、
寛
文
一
三
年
分
地
制
限
令
以
前
の
條
目
と
 
 

断
定
さ
れ
て
い
る
。
 
 

（
注
7
）
 
竿
の
打
方
は
寛
文
検
地
條
目
の
特
色
で
あ
る
が
、
竿
や
水
絶
の
敷
法
に
つ
い
て
は
天
和
検
地
の
細
目
に
詳
し
い
。
 
 

出
羽
国
に
お
け
る
江
戸
時
代
初
期
の
検
地
は
、
最
上
義
光
の
慶
長
検
地
、
鳥
居
忠
政
の
元
和
検
地
、
保
科
正
之
の
寛
永
検
地
、
そ
れ
に
寛
 
 

文
の
御
料
所
検
地
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
出
羽
国
初
期
検
地
に
つ
い
て
の
主
要
な
研
究
に
は
、
長
井
政
太
郎
「
出
羽
国
検
地
帳
の
研
究
」
 
 

（
社
会
経
済
史
学
会
『
社
会
経
済
史
学
』
一
五
巻
）
、
柏
倉
亮
青
「
徳
川
時
代
の
石
盛
の
一
問
題
」
（
読
史
会
創
立
五
〇
年
記
念
『
国
史
論
 
 

集
』
）
、
伊
豆
田
鹿
悦
「
羽
州
村
山
地
方
に
お
け
る
近
世
初
頭
の
検
地
に
つ
い
て
」
（
小
葉
田
淳
教
授
退
官
記
念
『
国
史
論
集
』
）
、
渡
辺
信
夫
 
 

「
村
山
地
方
の
石
盛
に
つ
い
て
」
（
山
形
歴
史
学
会
『
山
形
の
歴
史
』
一
四
号
）
な
ど
が
あ
る
。
誉
田
慶
恩
・
横
山
昭
男
『
山
形
県
の
歴
史
』
 
 
 

四
 
寛
文
検
地
の
石
盛
 
 



に
も
、
問
題
の
所
在
が
簡
明
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

出
羽
国
初
期
検
地
の
研
究
史
上
、
最
も
議
論
の
多
い
の
が
、
田
方
に
、
通
例
の
倍
も
あ
る
異
常
と
も
思
え
る
石
盛
が
行
わ
れ
た
寛
文
検
地
 
 

の
問
題
で
あ
る
。
寛
文
検
地
の
石
盛
は
、
上
田
で
三
二
に
も
な
る
高
い
石
盛
が
あ
る
と
い
わ
れ
、
入
間
村
の
場
合
も
、
上
田
二
八
・
中
田
二
 
 

（
注
1
）
 
 

六
・
下
田
二
四
・
下
々
田
二
二
で
あ
っ
た
∨
。
こ
の
よ
う
な
高
い
石
盛
が
つ
け
ら
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
石
盛
が
玄
米
に
よ
ら
ず
叛
に
よ
っ
 
 

た
と
す
る
安
孫
子
鱗
「
幕
末
に
お
け
る
地
主
制
形
成
の
前
提
」
（
同
『
明
治
維
新
と
地
主
制
』
）
と
、
実
際
の
生
産
高
と
相
応
し
く
な
い
擬
制
 
 

的
石
盛
で
あ
る
と
す
る
柏
倉
亮
書
前
掲
論
文
の
、
対
立
す
る
二
つ
の
見
解
が
あ
る
1
し
か
し
、
そ
の
後
の
渡
辺
信
夫
・
伊
豆
田
息
悦
前
掲
論
 
 

文
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に
は
擬
制
的
石
盛
と
す
る
見
解
が
支
持
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

柏
倉
論
文
に
よ
れ
ば
、
寛
文
検
地
に
よ
っ
て
高
い
石
盛
が
付
け
ら
れ
た
理
由
ほ
、
寛
文
検
地
の
結
果
、
算
出
さ
れ
た
村
高
が
、
通
常
の
石
 
 

盛
で
あ
る
と
、
そ
れ
以
前
の
村
高
よ
り
は
る
か
に
低
く
な
っ
て
し
ま
う
が
、
以
前
の
村
高
を
減
額
訂
正
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
の
で
、
無
理
 
 

に
石
盛
を
引
き
上
げ
て
、
以
前
の
村
高
に
近
い
石
高
に
す
る
と
い
う
政
治
的
配
慮
の
た
め
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
高
い
石
盛
を
つ
 
 

け
れ
ば
農
民
の
負
担
が
過
重
に
な
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
以
前
の
検
地
と
同
じ
く
、
定
引
や
検
見
引
で
控
除
し
た
の
で
、
実
際
の
農
 
 

（
注
2
）
 
 

民
負
担
は
、
高
の
二
〇
～
三
〇
％
位
で
、
以
前
と
あ
ま
り
変
化
は
な
か
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

寛
文
以
前
の
ど
の
検
地
に
よ
っ
て
寛
文
検
地
の
石
高
決
定
が
拘
束
さ
れ
た
か
明
確
で
は
な
い
が
、
入
間
村
の
場
合
、
元
和
八
年
、
鳥
居
氏
 
 

（
注
3
）
 
 

の
預
地
と
な
っ
た
時
、
村
高
は
四
四
九
石
一
斗
七
升
で
、
寛
文
検
地
の
本
村
分
四
五
〇
石
九
斗
四
升
四
合
と
は
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
ま
 
 

た
、
入
間
文
書
中
、
天
保
一
〇
年
「
御
用
留
帳
」
に
あ
る
、
白
岩
領
山
内
村
々
が
、
本
年
貢
以
外
の
諸
賦
課
免
除
を
柴
橋
代
官
所
に
嘆
隣
し
 
 

（
注
4
）
 
 

た
訴
状
に
、
 
 
 

白
岩
村
附
山
内
村
々
之
儀
は
、
従
往
古
白
岩
領
八
千
石
卜
相
唱
ひ
、
寛
文
拾
二
丑
年
、
松
平
清
兵
衛
様
御
検
地
御
改
御
座
候
所
、
取
高
 
 

五
二
三
 
 
 



五
二
四
 
 
 

八
千
弐
拾
壱
石
余
之
内
、
弐
千
三
富
四
捨
石
余
不
足
二
相
成
候
由
二
而
、
元
高
合
侯
様
二
盛
ヲ
上
七
侯
二
付
、
地
方
不
足
之
分
ハ
定
引
 
 

二
被
仰
渡
侯
二
付
、
十
分
之
豊
作
二
無
御
座
候
節
は
、
年
々
破
免
中
上
、
定
御
検
見
被
仰
付
来
り
罷
在
侯
（
下
略
）
 
 

と
あ
る
。
こ
の
訴
状
の
文
面
に
よ
っ
て
も
、
寛
文
検
地
で
は
、
検
地
の
結
果
が
元
の
村
高
に
不
足
し
た
た
め
、
元
高
に
合
う
よ
う
に
石
盛
を
 
 

操
作
し
た
こ
と
。
形
式
上
の
村
高
と
実
際
の
生
産
力
と
の
格
差
は
、
定
引
や
定
検
見
で
補
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

渡
辺
論
文
に
よ
れ
ば
、
寛
文
検
地
は
、
．
坪
苅
を
し
て
石
盛
を
定
め
、
石
盛
を
田
畑
の
反
別
に
乗
じ
て
分
米
（
収
穫
高
）
を
求
め
、
分
米
に
 
 

免
（
年
貢
率
）
を
乗
じ
て
取
米
（
年
貢
高
）
を
決
定
す
る
と
い
う
通
例
の
厘
付
取
の
仕
方
で
は
な
く
、
寛
文
検
地
以
前
よ
り
の
村
高
と
年
貢
 
 

率
を
変
更
せ
ず
に
年
貢
高
を
求
め
、
そ
の
年
貢
高
と
年
貢
率
か
ら
求
め
ら
れ
る
擬
制
的
な
収
穫
高
を
、
面
積
で
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
高
い
 
 

石
盛
が
定
め
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
石
盛
が
、
検
地
後
か
な
り
の
月
数
を
経
て
か
ら
決
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
よ
り
考
 
 

（
注
5
）
 
 

え
て
、
寛
文
検
地
は
、
石
盛
を
定
め
て
そ
れ
に
も
と
づ
い
た
収
穫
高
の
掌
握
を
行
っ
た
の
で
は
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

確
か
に
、
渡
辺
論
文
に
指
摘
す
る
寛
文
検
地
の
性
格
は
、
検
地
帳
の
現
実
か
ら
考
え
て
結
論
と
し
て
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
結
果
 
 

と
経
過
は
単
純
に
脈
絡
し
な
い
場
合
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
寛
文
検
地
條
月
の
二
〇
傑
目
に
は
、
 
 
 

一
田
畑
屋
敷
共
、
分
米
付
二
可
被
威
儀
哉
、
跡
々
之
通
取
米
付
こ
い
た
し
、
其
取
米
に
て
高
勘
定
可
致
侯
哉
、
重
而
得
御
下
知
可
申
 
 

侯
、
若
分
米
付
二
被
成
侯
時
之
た
め
、
其
村
々
に
て
石
盛
勘
ヒ
、
別
紙
二
付
置
可
申
侯
事
 
 

と
あ
る
。
こ
の
候
文
か
ら
見
る
限
り
で
は
、
以
前
よ
り
の
「
取
米
付
」
（
寛
文
検
地
帳
奥
書
に
は
、
「
石
代
取
米
」
と
あ
り
、
村
高
に
免
を
乗
 
 

じ
て
取
米
を
求
め
る
が
、
石
盛
は
な
い
）
と
同
時
に
、
「
分
米
付
」
（
＝
厘
付
取
）
も
実
施
さ
れ
て
お
り
、
石
盛
法
に
よ
る
収
穫
高
の
掌
握
も
 
 

行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

寛
文
検
地
は
、
▼
結
果
と
し
て
、
従
来
の
敵
地
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
村
高
と
年
貢
率
を
基
準
に
、
擬
制
的
な
分
米
と
石
盛
を
算
出
し
て
検
 
 
 



地
帳
を
調
整
し
た
。
し
か
し
、
検
地
の
段
階
で
石
盛
、
分
米
が
算
出
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
後
日
に
な
っ
て
擬
制
的
な
石
盛
と
分
米
を
 
 

（
注
6
）
 
 

わ
ざ
わ
ざ
計
算
し
た
こ
と
は
、
出
羽
国
寛
文
検
地
に
新
た
な
問
題
を
提
起
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
 

（
注
1
）
 
宝
暦
三
年
「
羽
州
村
山
郡
入
間
村
明
細
指
出
帳
」
税
大
資
料
室
昭
五
三
－
仙
台
－
四
 
田
方
以
外
の
石
盛
は
、
上
畑
八
、
中
畑
七
、
下
畑
六
、
 
 

下
々
畑
五
、
尾
敷
一
〇
。
新
田
は
、
中
田
一
三
、
下
田
一
一
、
下
々
田
七
、
中
畑
三
、
下
畑
二
、
下
々
畑
て
 
 

（
注
2
）
 
伊
豆
田
論
文
で
は
、
寛
文
検
地
の
実
施
さ
れ
た
地
域
に
、
元
和
検
地
に
よ
る
斗
代
法
が
施
行
さ
れ
た
地
域
と
そ
う
で
な
い
地
域
で
は
、
不
足
 
 

高
の
出
方
に
違
い
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
農
民
負
担
も
あ
ま
り
軽
減
さ
れ
て
お
ら
ず
、
五
〇
～
七
〇
％
台
で
あ
っ
た
と
し
て
い
 
 

る
。
 
 

（
荘
3
）
 
西
村
山
郡
役
所
『
編
年
西
村
山
郡
史
』
巻
之
三
 
寒
河
江
領
入
間
村
三
一
〇
石
八
斗
。
左
沢
領
入
間
村
三
八
石
三
斗
七
升
。
但
し
、
左
沢
領
 
 

分
は
、
明
細
帳
等
に
は
、
一
三
八
石
三
斗
七
升
と
あ
り
、
『
編
年
西
村
山
郡
史
』
 

（
注
4
）
 
月
日
不
詳
「
乍
恐
以
書
付
奉
御
願
供
」
（
天
保
一
〇
年
『
御
用
留
帳
』
税
大
資
料
室
昭
五
三
－
仙
台
－
二
こ
 
 

（
注
5
）
 
幕
末
頃
の
写
し
で
あ
る
。
「
羽
茄
審
上
寒
河
江
領
之
内
村
山
郡
入
間
村
新
田
御
検
地
帳
」
（
税
大
資
料
室
昭
五
三
－
仙
台
1
一
）
の
日
付
ほ
、
 
 

寛
文
〓
一
年
四
月
二
一
日
で
あ
る
が
、
奥
書
の
「
右
之
通
田
畑
致
検
地
、
前
々
者
石
代
取
米
二
而
供
ヲ
、
五
ツ
之
付
を
以
、
今
度
も
り
こ
直
シ
 
 

侯
、
御
勘
定
所
江
中
上
、
以
御
下
知
如
斯
二
侯
以
上
」
の
日
付
は
、
寛
文
一
三
年
九
月
と
な
っ
て
い
る
。
 
 

（
注
6
）
 
寛
文
検
地
に
関
す
る
研
究
と
し
て
、
高
橋
裕
子
・
梅
辞
保
一
「
近
世
幕
府
直
轄
領
に
お
け
る
租
税
制
度
）
（
山
形
大
学
教
育
学
部
歴
史
学
研
 
 

究
会
『
山
大
史
学
』
三
号
）
に
好
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
半
田
市
太
郎
「
羽
州
由
利
刈
高
考
」
 
（
地
方
史
研
究
協
議
会
『
地
方
史
 
 

研
究
』
一
五
二
号
）
で
は
、
太
閤
検
地
後
も
刈
高
が
存
在
し
、
御
料
所
に
お
け
る
石
高
制
へ
の
転
換
の
際
に
、
村
山
郡
と
同
様
に
高
い
石
盛
が
 
 

付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
由
利
郡
ほ
江
戸
時
代
初
期
に
は
、
村
山
郡
と
同
じ
く
最
上
領
で
あ
る
の
で
注
目
さ
れ
る
。
 
 
 



寛
 
 

一
今
度
之
検
地
帳
二
先
水
帳
之
古
間
を
か
た
書
に
可
仕
侯
、
但
、
古
間
無
之
何
百
苅
何
拾
苅
と
有
之
ハ
、
共
通
を
か
た
書
可
致
事
 
 

一
検
地
致
侯
所
私
儀
方
寺
社
方
入
組
有
之
ハ
、
其
所
々
へ
銀
山
留
主
居
井
検
地
致
候
者
達
書
二
而
断
申
達
、
田
地
境
へ
百
姓
出
合
侯
様
に
 
 

可
仕
侯
事
 
 

一
検
地
致
侯
老
と
も
扶
持
米
塩
噌
持
参
侯
而
、
や
さ
い
其
所
二
有
之
物
に
て
一
汁
一
さ
ひ
こ
可
仕
侯
、
洒
二
切
停
止
二
候
、
薪
油
之
義
 
 
 

ハ
其
所
二
而
遣
可
申
侯
事
 
 

寛
文
十
一
年
 
 

）
 
 

紙
 
表
 
ノ
ー
し
 
 

寛
文
拾
弐
王
子
年
 
 

御
検
地
二
付
被
仰
渡
侯
覚
書
 
 

四
 
月
 
 

亥
二
月
 
 

寒
河
江
領
入
間
村
 
 

清
右
衛
門
和
 
 

松
 
清
兵
衛
 
 

清
水
庄
兵
衛
と
の
 
 

福
永
彦
九
郎
と
の
 
 

検
地
役
人
中
 
 
 



起
請
文
前
書
 
 

一
今
度
何
領
之
内
村
々
田
畑
御
検
地
掛
者
共
二
被
 
仰
付
侯
、
銘
々
場
所
庄
屋
地
主
案
内
を
以
、
本
帳
二
引
合
見
分
い
た
し
、
御
検
地
可
 
 

仕
侯
事
 
 

一
田
畑
上
中
下
之
位
付
井
検
地
方
、
御
公
儀
様
御
損
も
無
御
座
、
勿
論
百
姓
茂
迷
惑
不
仕
様
に
検
地
可
任
侠
、
縦
令
親
類
縁
者
近
付
之
も
 
 
 

の
に
御
座
候
共
、
少
茂
依
情
晶
尻
な
く
有
体
に
可
仕
侯
事
 
 

一
御
検
地
竿
取
井
帳
付
之
義
、
百
姓
之
内
こ
た
と
ひ
親
類
縁
者
近
付
之
も
の
こ
御
座
候
と
も
、
少
し
も
依
惜
晶
尻
な
く
有
鉢
二
竿
打
帳
付
 
 

可
申
侯
事
 
 

一
百
姓
中
間
若
争
論
之
田
地
御
座
候
ハ
、
、
及
心
之
所
吟
味
い
た
し
、
依
惜
無
品
農
相
臍
可
申
、
実
々
不
臍
義
御
座
候
ハ
、
、
可
得
御
下
 
 

知
事
 
 

五
二
七
 
 
 

党
 
 

田
畑
壱
畝
壱
歩
之
所
も
無
隙
庄
屋
地
主
致
案
内
、
検
地
之
者
二
見
せ
、
竿
静
可
申
寄
 
 

木
田
新
田
之
わ
か
ち
、
井
田
畑
上
中
下
之
位
付
、
古
屋
敷
新
屋
敷
之
わ
け
、
先
水
帳
を
以
、
無
紛
あ
り
妹
二
可
申
開
事
 
 

他
郷
之
田
畑
、
井
寺
社
領
入
組
之
場
所
、
又
ハ
永
引
之
場
、
無
紛
有
駄
二
可
中
間
侯
事
 
 
 

寛
文
拾
弐
年
 
 

子
四
月
 
 

松
平
清
兵
衛
 
 

寒
河
江
領
村
々
 
 

名
主
惣
百
姓
中
 
 



五
二
八
 
 

一
今
度
就
御
検
地
、
共
時
も
跡
先
こ
も
百
姓
方
よ
り
何
に
よ
ら
す
醍
物
一
切
受
用
仕
間
数
供
、
他
所
之
町
人
百
姓
出
家
侍
何
人
よ
り
之
音
 
 

（
「
ん
」
脱
力
）
 
 

倍
も
の
も
、
今
度
之
検
地
に
付
送
ら
と
心
中
に
存
寄
侯
而
、
是
又
受
用
仕
間
数
侯
、
勿
論
女
人
に
対
不
作
法
成
儀
仕
間
数
侯
 
 

右
條
々
於
致
相
違
、
検
地
役
人
神
文
下
 
 

田
之
場
所
、
無
紛
先
水
帳
ヲ
以
引
合
可
中
上
寛
 
 

一
今
度
御
検
地
之
御
役
人
衆
江
、
何
に
て
も
一
切
御
馳
走
仕
間
数
供
事
 
 

（
以
下
欠
）
 
右
之
傑
々
於
致
違
犯
 
 

（
マ
マ
）
 
 

趣
澄
文
之
事
 
 

一
今
度
何
村
田
畑
御
検
地
被
 
仰
付
侯
、
他
郷
之
田
畑
境
井
寺
社
領
境
、
前
々
之
通
有
妹
に
懸
御
目
、
紛
れ
侯
義
中
上
間
数
事
 
 

一
当
村
百
姓
銘
々
特
高
本
田
新
田
共
、
壱
歩
之
所
も
無
隠
御
案
内
い
た
し
、
御
竿
請
可
申
侯
、
井
田
畑
上
中
下
位
付
之
儀
、
又
ハ
本
田
新
 
 

与
頭
 
 た

れ
 
 

差
上
申
手
形
之
事
 
 

（
「
無
」
脱
力
）
 
 

一
今
度
何
村
田
畑
御
検
地
に
付
、
庄
屋
百
姓
銘
々
地
坪
御
案
内
仕
、
御
見
分
之
上
、
依
惜
晶
展
、
委
細
有
鉢
二
御
検
地
被
成
侯
間
、
何
に
 
 
 

何
村
 
 
 

庄
屋
 
 



て
も
少
し
も
申
分
無
御
座
候
事
 
 

一
他
郷
之
田
畑
境
井
寺
社
領
田
畑
境
、
前
々
之
通
有
妹
二
掛
御
目
、
持
高
之
内
本
田
新
田
と
も
壱
畝
壱
歩
之
所
も
不
陰
置
、
有
淋
御
案
内
 
 
 

仕
御
竿
請
申
、
若
少
し
成
と
も
陰
置
僕
欺
、
又
ハ
寺
社
儀
他
郷
田
畑
二
付
紛
侯
儀
申
上
、
以
来
外
点
訴
人
御
座
候
ハ
、
、
地
主
之
儀
は
不
 
 
 

及
申
、
庄
屋
五
人
組
と
も
に
何
様
之
曲
事
二
可
被
 
仰
付
侯
事
 
 

一
田
畑
先
水
帳
を
以
引
合
懸
御
日
中
、
御
竿
尺
之
義
は
、
如
御
作
法
六
尺
竿
に
て
御
検
地
被
成
侯
事
 
 

一
今
度
御
検
地
に
御
出
之
衆
中
に
て
も
磯
物
進
不
申
、
勿
論
少
も
御
馳
走
不
仕
侯
、
井
不
作
法
威
儀
無
之
侯
間
、
少
し
も
申
分
無
御
座
候
 
 
 

事
 
 

右
之
通
御
座
候
故
、
連
判
手
形
仕
差
上
申
侯
、
若
以
来
何
角
中
老
御
座
候
ハ
、
、
偽
二
而
御
座
候
間
、
共
著
之
義
は
不
及
申
、
其
五
人
組
井
 
 

庄
置
と
も
に
急
度
曲
事
可
被
 
仰
付
供
、
為
後
日
伍
而
如
件
 
 

寛
文
十
二
年
 
 

子
四
月
 
 

何
村
 
 
 

庄
屋
 
 た

れ
 
 
 

与
頭
 
 た

れ
 
 
 

百
姓
 
 た

れ
 
 
 

幸
 
 

五
二
九
 
 
 



松
平
清
兵
衛
様
 
 

右
之
通
、
検
地
以
後
手
形
可
申
付
侯
間
、
其
心
得
に
て
相
違
無
之
様
に
案
内
い
た
し
、
竿
請
可
申
供
 
 

差
上
申
手
形
之
事
 
 

一
当
村
田
畑
御
検
地
被
成
侯
御
衆
御
扶
持
米
塩
噌
は
、
御
手
前
β
被
成
御
持
参
、
薪
油
野
さ
い
之
義
は
、
当
村
よ
り
出
し
申
侯
、
朝
夕
之
 
 

義
、
有
合
之
も
の
に
て
一
汁
一
さ
へ
に
仕
侯
、
酒
ハ
一
切
進
不
申
侯
、
当
村
御
逗
留
中
薪
油
野
さ
へ
井
帳
紙
入
侯
分
、
銘
々
小
帳
二
記
、
 
 

別
紙
転
差
上
申
侯
、
右
帳
面
之
外
は
、
何
に
て
も
少
し
も
郷
中
点
出
し
不
申
侯
、
為
後
日
仇
而
如
件
 
 

一
山
野
逸
傍
点
検
地
可
被
致
侯
覚
書
壱
通
、
我
等
方
β
百
姓
前
へ
出
し
侯
書
付
壱
通
、
検
地
い
た
し
侯
も
の
共
可
仕
上
神
文
前
書
壱
通
、
 
 
 

年
号
月
日
 
 

あ
て
所
御
検
地
御
役
人
 
 

何
村
名
主
 
 

た
れ
 
 

与
頭
 
 

た
れ
 
 

百
姓
 
 

た
れ
 
 

｝
／
モ
 
 



検
地
相
済
侯
以
後
百
姓
前
虐
取
可
申
侯
手
形
案
内
紙
二
通
、
以
上
六
通
別
紙
存
侯
間
、
可
被
得
其
意
侯
、
我
等
方
点
之
書
付
ハ
、
領
頭
二
 
 

置
写
を
致
、
壱
通
宛
山
野
辺
村
々
相
渡
可
被
申
侯
、
百
姓
前
β
額
侯
手
形
文
言
、
検
地
い
た
し
侯
前
に
百
姓
中
へ
讃
為
聞
写
侯
而
渡
置
、
 
 

検
地
相
済
侯
以
後
、
如
此
手
形
取
侯
間
、
左
様
心
得
侯
様
に
と
、
前
か
た
為
申
開
、
検
地
極
侯
村
々
、
早
速
手
形
取
可
被
申
、
右
村
々
点
 
 

取
侯
手
形
二
書
の
せ
可
然
義
二
侯
ハ
、
、
書
付
可
被
申
侯
 
 

一
検
地
始
之
節
は
、
庄
兵
衛
彦
九
郎
も
彼
地
参
、
検
地
致
方
二
≡
日
も
見
侯
而
、
諸
事
念
を
入
鹿
相
無
之
は
か
行
侯
様
可
被
申
談
侯
、
半
 
 

兵
衛
点
検
地
有
之
事
侯
 
 

一
検
地
い
た
し
侯
義
、
あ
せ
き
わ
道
き
わ
之
分
ハ
、
一
二
四
五
寸
迄
も
除
侯
而
竿
打
可
然
侯
、
併
見
積
り
あ
せ
き
わ
道
き
わ
追
打
詰
可
然
 
 

所
ほ
、
共
通
に
打
可
被
申
供
、
検
地
始
侯
而
四
五
日
も
打
侯
て
、
先
高
に
引
合
大
境
り
相
考
打
侯
様
二
被
致
、
尤
不
及
申
侯
へ
共
、
検
地
 
 

致
侯
も
の
と
も
、
右
之
適
中
合
一
様
可
被
致
、
漆
山
領
も
検
地
有
之
筈
二
侯
、
万
事
佐
野
午
兵
衛
殿
手
代
衆
と
も
申
合
一
様
致
尤
二
健
 
 

一
検
地
二
入
供
筆
墨
は
、
公
儀
β
渡
侯
由
二
俣
間
、
可
有
之
帳
紙
之
義
は
、
其
所
申
付
遣
可
申
侯
事
 
 

一
検
地
い
た
し
倹
郷
中
：
有
之
侯
寺
社
領
、
御
朱
印
も
無
之
侯
而
御
年
貢
も
不
出
所
こ
は
、
今
度
竿
打
侯
而
、
別
帳
二
付
置
可
被
申
侯
、
 
 

御
朱
印
地
之
分
ハ
、
得
御
下
知
竿
打
侯
事
、
追
而
可
申
達
侯
、
井
の
そ
き
屋
敷
之
儀
、
是
又
今
度
竿
打
可
被
申
、
只
今
追
何
様
之
義
侠
而
 
 

除
有
之
趣
書
記
置
可
被
申
侯
、
御
年
貢
之
儀
ほ
、
得
掛
下
知
侯
様
二
可
致
侯
間
、
左
様
心
得
可
被
申
侯
 
 

一
検
地
い
た
し
侯
村
々
名
主
百
姓
中
二
申
付
、
一
村
限
り
檜
圏
為
致
、
田
畑
屋
敷
井
林
野
山
川
有
所
書
付
、
田
畑
之
位
上
中
下
之
場
所
書
 
 

付
さ
せ
置
侯
而
、
検
地
い
た
し
侯
節
、
田
畑
上
中
下
檜
圃
を
も
相
考
可
然
侯
、
尤
い
に
し
へ
上
之
所
、
今
程
ほ
中
こ
も
下
こ
も
な
り
、
下
 
 

之
所
上
二
成
候
所
な
と
も
可
有
之
侯
間
、
左
様
之
所
能
与
考
、
上
中
下
之
位
付
可
被
致
侯
、
檜
国
二
田
畑
あ
せ
之
あ
る
所
追
、
明
委
二
書
 
 

付
供
奉
こ
は
無
之
侯
、
何
之
方
よ
り
何
之
方
ま
て
之
内
上
、
何
よ
り
何
道
中
下
と
害
せ
侯
様
二
致
し
置
侯
、
勿
論
檜
囲
手
間
取
結
講
：
致
 
 

五
三
一
 
 
 



寛
 
 

一
検
地
竿
壱
丈
弐
尺
弐
歩
、
壱
間
ハ
六
尺
壱
歩
二
可
仕
侯
事
 
 

一
筆
打
様
、
大
形
は
腰
打
、
又
ハ
ふ
け
田
な
と
有
之
贋
打
二
難
成
所
ハ
、
次
打
か
水
縄
に
可
致
事
 
 

一
田
た
と
へ
壱
反
有
之
所
、
あ
せ
弐
歩
も
有
之
田
数
何
枚
有
之
侯
は
、
作
人
同
人
に
侯
は
、
壱
竿
に
成
と
も
弐
竿
二
成
共
、
見
分
次
第
竿
 
 

打
、
其
打
か
ら
ミ
俵
田
之
内
こ
あ
せ
有
侯
へ
ハ
、
其
あ
せ
之
ふ
と
さ
程
引
可
被
申
、
但
、
あ
せ
立
よ
こ
こ
有
之
侯
へ
は
、
其
あ
せ
の
有
之
 
 

方
間
を
引
可
被
申
侯
 
 

一
大
成
田
、
作
人
壱
人
二
而
持
侯
へ
ハ
、
竿
入
所
見
分
手
間
取
侯
は
、
弐
竿
に
も
三
竿
：
も
打
可
被
申
侯
専
 
 

一
あ
せ
き
わ
点
五
寸
宛
除
打
可
申
事
、
但
、
所
こ
よ
り
あ
せ
き
わ
よ
り
打
供
義
も
可
有
之
供
 
 
 

五
三
二
 
 

侠
客
無
用
侯
、
何
紙
に
も
暮
せ
可
被
申
、
檜
圃
も
大
成
ハ
悪
敷
侯
、
紙
弐
三
枚
追
つ
き
侯
て
く
る
し
か
ら
す
 
 

一
美
元
、
村
々
検
地
い
た
し
焼
付
、
御
滅
入
之
内
二
有
之
寺
社
領
、
た
と
へ
御
朱
印
地
に
て
侯
と
も
、
其
寺
社
領
へ
申
談
、
寺
社
領
と
も
 
 

検
地
可
仕
旨
、
御
勘
定
所
よ
り
被
 
仰
渡
候
而
、
右
之
通
相
談
寺
社
領
と
も
こ
検
地
可
被
致
侯
、
無
左
供
へ
・
ハ
、
御
滅
入
田
畑
入
組
侯
処
 
 

不
分
明
二
付
、
右
之
通
被
．
仰
侯
寺
社
飯
田
地
、
た
と
へ
御
朱
印
之
面
点
多
く
侯
共
、
此
方
へ
取
申
事
二
而
無
之
侯
、
其
段
気
遣
不
致
様
 
 
 

二
可
被
相
談
供
、
無
左
侯
へ
ハ
気
遣
二
可
被
布
侯
而
如
此
に
供
、
不
及
申
侯
得
共
、
寺
社
領
之
分
ハ
別
帳
に
致
可
被
置
供
 
 

一
寺
社
領
分
ハ
、
右
之
通
検
地
可
被
致
供
、
御
滅
入
二
入
組
候
而
、
私
儀
方
田
地
検
地
致
事
二
而
無
之
方
、
左
様
二
心
藤
可
被
申
、
為
念
 
 

申
達
俵
 
 

一
検
地
竿
大
エ
か
ね
に
て
壱
丈
弐
尺
弐
歩
こ
い
た
し
可
被
申
侯
、
壱
間
鱒
壱
歩
宛
よ
け
い
有
之
尤
侯
 
 



一
三
百
坪
壱
反
之
勘
定
二
可
致
侯
 
 

一
往
還
之
道
通
ハ
、
道
き
わ
点
壱
尺
程
も
除
竿
打
可
申
、
又
六
七
寸
よ
り
壱
尺
追
之
内
ハ
見
分
次
第
に
可
致
侯
、
壱
尺
追
除
事
ハ
致
間
数
 
 

供
、
作
道
馬
除
ケ
之
道
考
あ
せ
き
わ
ケ
同
前
五
寸
程
除
可
申
供
、
打
堀
土
上
ケ
之
義
は
、
見
分
次
第
見
斗
ヒ
竿
打
可
申
供
 
 （

マ
マ
）
 
 

一
古
ハ
屋
敷
侯
へ
ハ
、
其
屋
主
退
樽
い
た
し
畑
ケ
成
有
之
侯
ハ
、
畑
三
可
致
侯
、
勿
論
帳
之
か
た
書
二
古
間
屋
敷
之
分
ケ
書
付
付
可
申
 
 

侯
、
町
屋
之
義
は
、
畑
二
成
有
之
侯
ハ
、
、
以
前
之
通
屋
敷
二
可
致
侯
 
 

一
田
方
之
内
、
近
年
屋
敷
二
罷
成
侯
眞
敷
二
可
致
侯
、
勿
論
帳
之
か
た
書
二
古
間
何
田
之
分
ケ
書
付
可
申
侯
 
 

一
田
方
之
内
、
新
星
敷
二
塁
供
ハ
、
、
見
分
い
た
し
竿
打
候
而
、
其
帳
面
二
新
屋
に
仕
度
旨
断
書
い
た
し
置
、
重
而
御
下
知
可
申
侯
事
 
 

一
古
二
田
方
水
不
自
由
二
付
、
年
々
不
作
致
侯
場
所
、
此
度
畑
こ
い
た
し
度
と
望
申
侯
ハ
、
、
見
分
致
、
田
二
成
兼
侯
場
所
に
侯
ハ
、
、
 
 

先
田
方
二
枚
地
致
、
以
来
田
二
罷
成
間
数
趣
井
百
姓
訴
詔
申
わ
け
帳
二
幸
付
置
、
得
御
下
知
可
申
侯
事
 
 

一
川
端
に
有
之
田
畑
、
年
々
川
欠
有
之
か
け
残
債
端
検
地
之
儀
、
田
畑
欠
口
之
見
分
次
第
、
川
は
た
点
少
し
宛
除
竿
打
可
申
、
除
侯
寸
尺
 
 
 

只
今
離
榎
審
 
 

（
て
こ
 
 

一
屋
敷
地
又
ハ
略
語
り
侯
ハ
、
、
畝
引
有
之
分
ハ
相
改
、
英
断
野
帳
二
審
付
可
申
侯
、
野
帳
二
書
付
様
、
古
間
を
書
付
、
其
下
二
内
何
程
 
 

畝
引
与
書
付
可
申
侯
、
右
畝
引
程
上
中
に
て
位
付
を
直
し
可
申
侯
、
重
而
得
御
下
知
侯
様
二
可
致
侯
間
、
上
田
を
何
田
致
侯
へ
ハ
以
前
之
 
 

畝
引
之
取
米
二
合
侯
哉
、
共
訳
書
付
置
可
申
侯
、
勿
論
其
田
米
之
様
子
を
考
可
申
倹
、
但
し
、
畝
詰
り
侯
而
、
以
前
β
畝
引
有
之
旨
申
侯
 
 
 

ハ
、
、
此
度
打
侯
間
に
て
勘
定
い
た
し
侯
へ
ハ
、
其
わ
け
入
間
敷
侯
 
 

一
検
地
致
侯
村
々
、
御
朱
印
地
入
組
有
之
侯
ハ
、
、
其
寺
社
に
断
、
御
朱
印
地
共
検
地
致
、
御
朱
印
地
之
分
ハ
、
別
紙
付
置
可
申
侯
 
 

一
御
朱
印
之
外
、
前
々
点
除
供
地
方
有
之
侯
ハ
、
、
是
又
検
地
敦
、
別
帳
二
付
置
、
重
而
得
御
下
知
可
申
侯
事
 
 

五
三
三
 
 
 



五
三
四
 
 

但
、
田
畑
屋
敷
共
二
 
 

一
検
地
仕
候
村
に
、
他
郷
之
田
畑
入
組
有
之
分
、
上
中
下
之
位
付
、
其
お
や
郷
之
な
ミ
に
先
位
付
致
、
帳
二
心
覚
仕
置
、
重
而
得
御
下
知
 
 

可
申
侯
事
 
 

一
御
蔵
屋
敷
之
儀
、
検
地
致
、
帳
：
付
置
、
得
御
下
知
、
高
之
内
こ
な
る
共
、
又
ハ
外
二
成
と
も
、
御
下
知
次
第
二
帳
仕
立
可
申
侯
事
 
 

一
薮
下
井
木
之
下
に
て
、
木
か
け
：
成
俵
田
畑
之
義
、
見
分
次
第
少
し
宛
は
木
か
け
除
竿
打
可
申
侯
事
 
 

一
田
畑
上
中
下
之
位
付
、
古
帳
を
見
合
、
場
所
見
分
い
た
し
位
付
可
致
審
 
 

一
田
畑
屋
敷
共
、
分
米
付
二
可
被
成
侯
哉
、
跡
々
之
通
、
取
米
付
こ
い
た
し
、
其
取
米
に
て
高
勘
定
可
致
侯
哉
、
重
而
得
御
下
知
可
申
 
 

侯
、
著
分
米
付
二
被
成
侯
時
之
た
め
、
其
村
々
に
て
石
盛
勘
ヒ
、
別
紙
二
付
置
可
申
侯
事
 
 

一
帳
面
二
間
尺
之
外
は
付
申
間
数
侯
、
但
、
八
寸
点
上
は
尺
二
直
し
可
申
侯
、
覚
も
其
所
見
分
次
第
二
可
致
候
 
 

一
野
帳
か
た
書
、
先
帳
之
間
尺
を
上
中
下
之
訳
書
付
可
申
侯
、
間
尺
無
之
反
歩
も
無
之
、
何
百
苅
と
有
之
侯
ハ
、
、
其
わ
け
書
付
可
申
 
 

侯
、
村
に
よ
り
上
ノ
田
畑
之
内
二
取
米
付
何
色
も
有
之
侯
ハ
、
、
英
訳
田
こ
と
に
銘
々
書
付
可
申
侯
、
中
下
右
同
断
上
中
下
三
段
こ
わ
か
 
 

り
米
付
有
之
侯
ハ
、
、
銘
々
二
書
付
供
述
ハ
有
之
間
数
侯
 
 

一
壱
ケ
村
二
田
畑
有
所
井
上
中
之
訳
檜
囲
に
為
致
、
其
給
田
之
上
中
下
を
、
場
所
引
合
見
分
致
、
位
付
可
致
供
、
古
二
上
之
所
、
此
度
は
 
 

中
二
成
供
義
も
可
有
之
侯
間
、
能
々
見
分
致
位
付
可
仕
事
 
 

l
 
検
地
四
五
日
も
致
侯
ハ
、
勘
定
仕
、
先
帳
二
引
合
見
侯
而
考
可
致
侯
事
 
 

一
壱
ケ
村
切
二
神
文
申
付
侯
儀
、
血
判
之
義
、
其
村
々
庄
屋
与
頭
斗
り
こ
申
付
侯
様
二
可
致
侯
 
 

一
検
地
い
た
し
侯
も
の
と
も
、
扶
持
米
塩
曙
持
参
侯
而
、
野
さ
ヘ
ハ
其
所
二
有
之
物
に
て
一
汁
一
さ
い
こ
可
仕
供
、
酒
ハ
一
切
停
止
二
可
 
 
 



致
侯
、
薪
油
之
義
は
其
所
二
而
遣
可
申
事
 
 

一
検
地
致
侯
所
、
私
儀
方
寺
社
方
入
組
有
之
ハ
、
其
所
々
へ
断
申
達
、
田
地
境
へ
百
姓
出
合
侯
様
可
致
供
、
状
遣
侯
儀
ハ
、
此
方
留
主
居
 
 

井
検
地
致
侯
者
方
点
郡
奉
行
衆
道
可
申
遣
事
 
 

一
検
地
之
内
、
薪
油
や
さ
い
其
所
よ
り
出
し
侯
帳
面
仕
度
上
ケ
侯
様
ニ
、
其
村
々
へ
可
申
付
候
事
 
 

一
此
方
朝
夕
、
名
主
所
二
而
致
侯
節
、
．
百
姓
之
義
は
不
及
申
、
相
名
主
二
而
も
朝
夕
一
切
不
申
様
、
堅
く
可
申
渡
侯
事
 
 

一
墨
筆
之
儀
、
此
方
よ
り
持
参
可
致
侯
、
帳
紙
之
義
は
其
村
β
出
し
可
申
侯
、
せ
い
帳
ハ
能
あ
つ
紙
二
而
可
任
侠
、
野
帳
ハ
大
奉
中
ノ
紙
 
 
 

二
而
可
傲
事
 
 

一
古
新
田
之
外
、
近
年
之
新
田
有
之
ハ
、
一
通
二
竿
打
帳
壱
冊
二
可
致
事
、
但
、
得
御
下
知
見
立
侯
新
田
場
は
、
別
帳
二
致
置
、
重
両
得
 
 

御
下
知
可
申
侯
事
 
 

一
山
内
二
有
之
侯
壱
年
作
り
之
か
の
畑
ハ
、
竿
打
串
間
敷
侯
、
但
、
場
所
見
分
候
而
、
年
々
作
り
可
申
様
子
二
相
見
へ
侯
ハ
、
、
検
地
可
致
事
 
 

一
川
欠
井
荒
地
有
之
所
ハ
、
先
帳
を
以
其
場
所
見
合
、
先
帳
之
反
歩
書
貫
可
申
侯
事
 
 

寛
文
十
一
年
 
 

亥
三
月
十
三
日
 
 

宅
伏
久
左
衛
門
 
 

青
山
半
右
衛
門
 
 

福
永
彦
九
郎
 
 

熊
田
吉
兵
衛
 
 

川
井
徳
兵
衛
 
 

清
水
庄
兵
衛
 
 

五
三
五
 
 
 



寛
文
拾
弐
王
子
年
四
月
入
間
村
庄
屋
清
右
衛
門
拾
九
才
に
て
御
検
地
御
案
内
覚
書
 
 

一
四
月
十
五
日
、
川
井
徳
兵
衛
様
原
伊
兵
衛
様
小
林
七
右
衛
門
標
設
楽
与
兵
衛
様
入
間
村
着
、
当
村
新
田
道
下
に
て
御
検
地
御
竿
被
成
、
 
 

地
主
小
作
前
夫
よ
り
征
や
か
た
ま
て
御
越
し
に
て
、
御
検
地
被
成
供
事
 
 

一
す
之
又
村
庄
屋
小
兵
衛
へ
一
泊
被
成
、
清
右
衛
門
へ
相
か
へ
り
御
泊
り
、
又
々
十
七
日
す
之
又
よ
り
か
る
い
沢
へ
の
ほ
り
御
検
地
被
成
、
 
 

同
入
間
新
田
御
竿
入
被
成
侯
事
 
 

一
十
九
日
、
水
ケ
と
ろ
よ
り
御
検
地
被
成
侯
 
 

一
廿
日
ハ
大
雨
ふ
り
に
て
御
休
、
、
、
、
御
勘
定
被
成
供
奉
 
 

一
御
朱
印
は
勿
論
、
堂
官
敷
内
へ
ハ
御
竿
入
無
御
座
、
其
外
御
書
付
等
有
之
田
畑
ハ
、
是
退
之
通
被
 
仰
付
候
事
 
 
 

梵
天
帝
繹
四
大
天
王
惣
 
 

テ
日
本
層
中
六
十
飴
州
 
 

大
小
神
砥
殊
伊
豆
嘗
根
 
 

雨
所
権
現
三
嶋
大
明
神
 
 

八
幡
大
菩
薩
天
満
大
自
 
 

在
天
神
部
塀
巻
属
神
罰
 
 

冥
蔚
各
可
罷
蒙
老
也
仇
 
 

起
請
如
件
 
 



一
一
ツ
小
柳
に
ハ
の
は
り
不
被
成
、
滑
右
衛
門
宅
南
ノ
方
に
向
へ
、
水
帳
江
引
至
ツ
弐
ツ
と
御
検
地
被
成
侯
事
 
 

一
木
ち
ん
等
御
所
し
、
廿
二
日
、
寒
河
江
へ
御
帰
り
被
成
侯
 
 

右
は
、
先
組
清
右
衛
門
十
九
才
、
寛
文
拾
弐
王
子
年
四
月
、
御
検
地
之
次
第
覚
書
、
年
数
相
立
、
虫
喰
雨
朽
等
に
て
、
文
字
不
相
分
様
相
成
 
 

侯
二
付
、
如
以
前
無
相
違
書
替
申
侯
、
仇
而
如
件
 
 

寒
河
江
領
入
間
村
 
 

清
右
衛
門
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